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令和２年 第３回定例教育委員会

日 時 令和２年３月９日（月） 午前９時56分～

場 所 末吉本庁 ３階執行部控室

出席者 委員５名・事務局５名 計11名

出席委員 瀨 下 浩 教育長

馬 場 雅 子 委 員

川 畑 和 德 委 員

長 野 かおり 委 員

地主園 栄美子 委 員

事務局 橋 口 真 人 総務課長

川 路 道 文 学校教育課長

岩 元 浩 社会教育課長

鶴 田 洋 一 総務課長補佐兼総務係長

下 脇 倫 子 総務課主査

須 田 舞 美 総務課主事

会 順 審 議 の 結 果 等

１ 開 会 ◎ 教育長

総合教育会議に引き続き第３回定例教育委員会を開催

します。

２ 前回の会議録承認 ◎ 教育長

会議録の承認ついては，川畑委員にお願いしておりま

す。各教育委員からの報告に入ります。

今回は，長野委員からお願いします。

３ 委員及び教育長から ◎ 長野委員

の報告 特に報告事項は，ありません。

◎ 地主園委員

同じく特にありません。
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会 順 審 議 の 内 容 結 果 等

◎ 馬場委員

特にありません。

◎ 川畑委員

特にありません。

◎ 教育長

（動静配布）

コロナウィルスの学校での対応について

学童保育の状況について

◎ 長野委員

学童保育が少ないということは，家庭に居るというこ

とですかね。

◎ 教育長

学校長の判断で，学校で，預かることも大丈夫です。

現在市内で，1人おります。

市内では大きな混乱は起きておりません。

４ 議事 ◎ 教育長

⑴ 議案第10号 曽於市 議案第10号について説明をお願いします。

教育振興基本計画の決

定について ◎ 総務課長

教育基本法第17条第２項の規定により，曽於市教育振

興基本計画を別冊のとおり策定することについて教育委

員会の議決を求めるものであります。

◎ 教育長

先ほど，開かれた総合教育会議で修正されたものや，

誤字，脱字の修正を加えます。

◎ 馬場委員

3か所くらいは，誤字に気づきました。再度，事務局

で念入りな確認をお願いします。

◎ 総務課長

政策に影響のない文字の修正等を事務局で行います。

◎ 馬場委員

再確認してミスのない形で仕上げてください
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会 順 審 議 の 内 容 結 果 等

◎ 教育長

細かな修正がありましたら，事務局へお伝えください。

その上で，議案第10号教育振興基本計画は議決という

ことでよろしいでしょうか。

次に入ります。

⑵ 議案第11号 曽於市 ◎ 教育長

教育委員会事務決裁規 議案第11号から第14号は関連がありますので，まとめ

程の一部を改正する訓 て説明してください。

令（案）の制定につい

◎ 総務課長

曽於市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令

を別案のとおり制定することについて，教育委員会の議

決を求めるものであります。

提案理由としては，事務処理用パソコン設置により，

決裁区分の変更並びに，会計年度職員制度による職務を

変更するため提案するものです。

⑶ 議案第12号 曽於市 ◎ 総務課長

長の権限に属する事務 曽於市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

の補助執行に関する規 の一部を改正する訓令を別案のとおり制定することにつ

程の一部を改正する訓 いて教育委員会の議決を求めるものであります。

令の制定について 提案理由としては，事務処理用パソコン設置により，

決裁区分を変更するため提案するものです。

⑷ 議案第13号 曽於市 ◎ 総務課長

立学校財務事務取扱要 曽於市立学校財務事務取扱要綱の一部を改正する訓令

綱の一部を改正する訓 を別案のとおり制定することについて，教育委員会の議

令（案）の制定につい 決を求めるものであります。

て 提案理由としては，事務処理用パソコン設置により，

決裁区分を変更するため提案するものです。

⑸ 議案第14号 曽於市 ◎ 総務課長

立小中学校事務支援室 曽於市立小中学校事務支援室運営規程の一部を改正す

運営規程の一部を改正 る訓令を別案のとおり制定することについて，教育委員

する訓令（案）の制定 会の議決を求めるものであります。

について 提案理由としては，事務処理用パソコン設置により，

決裁区分を変更するため提案するものです。
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◎ 総務課長

以上４件同様の提案理由によるものでありますので，

一括提案します。

◎ 教育長

質疑は，ありませんか。

◎ 長野委員

学校事務支援室とはどのような組織ですか。

◎ 総務課長

事務職員共同で事務処理を行うことで 事務の効率化

を図る目的で設置されました。その際に，消耗品等の市

の伝票処理を併せて実施しておりました。

今回伝票処理事務を，各学校でできるようになったた

め，規則等を改正するものです。

◎ 長野委員

学校事務支援室はそのまま残るのですね。

◎ 総務課長

市の伝票処理業務が校長決裁になりますが，支援室は

はそのままの形で残ります。

◎ 教育長

他に質疑はありませんか。

議案第11号 曽於市教育委員会事務決裁規程の一部を

改正する訓令（案）の制定についは，議決としたいと思

います。

次に，議案第12号 曽於市長の権限に属する事務の補

助執行に関する規程の一部を改正する訓令の制定につい

ても議決としてよろしいですね。

議案第13号 曽於市立学校財務事務取扱要綱の一部を

改正する訓令（案）の制定についても議決とします。

議案第14号 曽於市立小中学校事務支援室運営規程の

一部を改正する訓令（案）の制定についても議決とし

ます。

◎ 教育長

議案第11号から14号まで議決しましたので，次に入り

ます。
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⑹ 議案第15号 曽於市 ◎ 総務課長

教育委員会非常勤職員 曽於市教育委員会非常勤職員の任用に関する規則を廃

の任用に関する規則を 止する規則を別案のとおり制定することについて，教育

廃止する規則（案）の 委員会の議決を求めるものであります。

制定について 提案理由としては，令和２年度からの会計年度職員制

度による職務を廃止するため提案するものです。

なお，新たな任用規則は，市長部局の総務課で制定す

る予定です。

◎ 教育長

15号について，質疑はありますか。

議決ということでよろしでしょうか。

それでは，次に入ります。

⑺ 議案第16号 曽於市 ◎ 教育長

立中学校生徒遠距離通 関連がありますので，議案第16号から18号は関連が

学費補助金交付規則 ありますので，続けて説明してください

（案）の制定について

◎ 総務課長

曽於市立中学校生徒遠距離通学費補助金交付規則を別

案のとおり制定することについて，教育委員会の議決を

求めるものであります。

提案理由としては，遠距離通学に係る例規を一本化し，

併せて保護者口座への支払を可能にするために提案する

ものです。

⑻ 議案第17号 曽於市 ◎ 総務課長

自転車通学者ヘルメッ 曽於市自転車通学者ヘルメット購入補助金交付要綱を

ト購入補助金交付要綱 廃止する告示を別案のとおり制定することについて，教

を廃止する告示（案） 育委員会の議決を求めるものであります。

の制定について 提案理由としては，新たに曽於市立中学校生徒遠距離

通学費補助金交付規則を制定したので，ヘルメット購入

補助に係る要綱を廃止するため提案するものです。

⑼ 議案第18号 曽於市 ◎ 総務課長

立中学校生徒遠距離通 曽於市立中学校生徒遠距離通学費補助金交付規則を廃

学費補助金交付規則を 止する規則を別案のとおり制定することについて，教育

廃止する告示（案）の 委員会の議決を求めるものであります。

制定について
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◎ 総務課長

提案理由は，新たに曽於市立中学校生徒遠距離通学費

補助金交付規則を制定したので，自転車購入補助等に係

る要綱を廃止するため提案するものです。

◎ 教育長

質疑はありますか。

◎ 馬場委員

自転車購入補助金は，3万円未満の購入者は，どうな

りますか。

◎ 総務課長

購入費実費額を補助しております。

◎ 地主園委員

３年間通学用として利用する場合，５～６万円の自転

車が必要だといわれました。

◎ 長野委員

改正ではなく，新規制定ですか。

◎ 総務課長

廃止して，新規制定となります。

◎ 教育長

議案第16号から18号については，議決としてよろしい

ですね。

次に入ります。

⑽ 議案第19号 曽於市 ◎ 総務課長

学校給食費負担軽減補 曽於市学校給食費負担軽減補助金交付要綱の一部を改

助金交付要綱の一部を 正する告示を別案のとおり制定することについて，教育

改正する告示（案）の 委員会の議決を求めるものであります。

制定について 提案理由は，市外から区域外就学をしている児童・生

徒を補助対象者に加えるため提案するものです。

◎ 教育長

質疑はありませんか。

議案第19号は承認いただいたということで，次に入り

ます。
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⑾ 議案第20号 曽於市 ◎ 教育長

立学校給食センターの 議案第20号から第23号について関連がありますので，

設置及び管理に関する まとめて説明をお願いします。

条例施行規則（案）の

制定について ◎ 総務課長

曽於市立学校給食センターの設置及び管理に関する条

例施行規則を別案のとおり制定することについて，教育

委員会の議決を求めるものであります。

提案理由は，現在の条例施行規則を廃止し，新たに規

則を制定するために，提案するものです。

⑿ 議案第21号 曽於市 ◎ 総務課長

立学校給食センターの 曽於市立学校給食センターの組織及び管理運営に関す

組織及び管理運営に関 る規則を廃止する規則を別案のとおり制定することにつ

する規則を廃止する規 いて，教育委員会の議決を求めるものであります。

則（案）の制定につい 提案理由は，新たに曽於市立学校給食センターの設置

て 及び管理に関する条例施行規則を制定したので，学校給

食センターの組織及び管理運営に関する規則を廃止する

ため提案するものです。

⒀ 議案第22号 曽於市 ◎ 総務課長

立学校給食センター運 曽於市立学校給食センター運営要綱を別案のとおり制

営要綱（案）の制定に 定することについて，教育委員会の議決を求めるもので

ついて あります。

提案理由としては，現在の運営要綱を廃止し，要綱を

制定するために，提案するものです。

⒁ 議案第23号 曽於市 ◎ 総務課長

立学校給食センター管 曽於市立学校給食センター管理運営要綱を廃止する訓

理運営要綱を廃止する 令を廃止する訓令を別案のとおり制定することについ

訓令（案）の制定につ て，教育委員会の議決を求めるものであります。

いて 提案理由としては，新たに曽於市立学校給食センター

管理運営要綱を制定したので，要綱を廃止するため提案

するものです。

◎ 教育長

質疑はありますか。
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◎ 馬場委員

給食費の時効は，どうなりますか。

◎ 総務課長

民法上では，請求しなくなってから２年となっており

ます。その後，給食運営委員会で時効を決定します。

◎ 川畑委員

第６条の上司はだれを指しますか。

◎ 総務課長

直属の上司以上の方を指します。

◎ 教育長

他に質疑はありますか。

議案第20号から23号について議決とします。

⒂ 議案第24号 曽於市 ◎ 教育長

教育委員会事務局組織 次の議案第24号に入ります。

規則の一部を改正する

規則（案）の制定につ ◎ 総務課長

いて 曽於市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規

則を別案のとおり制定することについて，教育委員会の

議決を求めるものであります。

提案理由としては，市の組織機構の再編により，教育

施設係を教育委員会総務課から，建設課へ移管するため

提案するものです。

◎ 教育長

質疑はありますか。

◎ 長野委員

本庁へ移る理由は何ですか。

◎ 総務課長

教育施設係は，教育委員会の整備事業の業務体制強化

のため，平成28年度に建設課から教育委員会総務課へ移

管しましたが，今後，増大する見込みの各種建設事業の

業務体制において建築技術者の密なる連携が必要となる

ことから，教育施設係を建設課へ移管します。
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◎ 馬場委員

新旧対照表の確認

◎ 教育長

他に質疑はありますか。

議案第25号は議決して，次に入ります。

⒃ 議案第25号 曽於市 ◎ 学校教育課長

立学校管理規則の一部 曽於市立学校管理規則の一部を改正する規則を別案の

を改正する規則(案)の とおり制定することについて，教育委員会の議決を求め

制定について るものであります。

提案理由は，会計年度職員制度に係る職員の職名及び

職務内容を変更するため提案するものです。

◎ 長野委員

今までの図書司書補の仕事が疎かにならないですか。

◎ 総務課長

主業務として図書司書補の業務をして他の業務を補っ

てもらいます。

◎ 馬場委員

配置はどうなりますか。

◎ 総務課長

配置数については，現在と変わりません。

◎ 馬場委員

業務分担をして，皆で業務をすることで効率化が図ら

れると思います。

◎ 教育長

他になければ，議案第26号は議決として次に入ります。

⒄ 議案第26号 附属機 ◎ 総務課長・学校教育課長・社会教育課長

関に係る委員の任命又 附属機関に係る委員を別紙のとおり任命し，又は委嘱

は委嘱について することについて，教育委員会の議決を求める。

（名簿により説明）

なお，４月の定期異動によりあて職については，変更

になります。
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◎ 教育長

ただいまの議案について，質疑はありますか。

◎ 川畑委員

曽於市教育支援指導委員とは，なんの会議ですか。

今までは就学指導委員ではなかったですか。

◎ 学校教育課長

曽於市では，数年前から教育支援指導委員となってお

ります。

◎ 川畑委員

曽於市視聴覚教育推進委員は，本年度，何回開催され

てますか。また，何をする会です。

◎ 社会教育課長

平成３０年度，令和元年度は，１回も開催されており

ません。この会は，ライブラリー等に問題が発生した場

合に開催することになっています。

◎ 馬場委員

曽於地区のライブラリーは，まだありますか。

◎ 社会教育課長

曽於地区のライブラリー協議会は解散しました。

◎ 教育長

今後の必要性を検討する必要があるのではないです

か。

◎ 社会教育課長

近隣市の状況を調査してみます。

◎ 長野委員

図書館協議会委員のメンバーの刷新ができないです

か。

◎ 社会教育課長

指定管理者と協議してみます。

◎ 教育長

来年度は，この委員を承認することにします。
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⒅ 議案第27号 令和２ ◎ 教育長

年度鹿児島県教職員の 次に，議案第27号ですが，人事に係る議案は，非公開

定期人事異動に関する とするため，審議を後回しにします。

内申について 次に，入ります。

⒆ 報告第５号 就学指 ◎ 教育長

定変更の申立について 報告事項については，３件まとめて説明してください。

⒇ 報告第６号 区域外 ◎ 学校教育課長

就学の願い出の協議つ 就学指定変更の申立について事務処理したので報告し

いて ます。

（資料に基づき説明）

(21) 報告第７号 区域外

就学の届出について 次に，区域外就学の願い出の協議について，事務処理

したので報告します。

（資料に基づき説明）

区域外就学の届出について事務処理したので報告しま

す。

（資料に基づき説明）

◎ 教育長

質疑はありませんか。

◎ 学校教育課長

特認校の場合，学級編成に影響がある場合，認めない

場合もあります。

◎ 教育長

今後，児童減少が続くと学級数が減少する学校が増え

ることも考えられます。

◎ 教育長

次に，入ります。

（22）その他 ◎ 総務課長

ア 各課からの報告 学校給食停止による，給食費還付（減額請求）につい

て
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◎ 学校教育課長

新型コロナウイルスの卒業式対応ついて

市教委学校訪問の日程について

◎ 社会教育課長

吉井展について

市グラウンドゴルフ大会延期について

◎ 教育長

学校教育から提案のあった学校訪問はいかがですか。

◎ 馬場委員

１日４校は，多いような気がします。

◎ 長野委員

１学期にすべて回るというのは，いいと思います。

◎ 学校教育課長

現状どおりを基本に計画します。

◎ 教育長

コロナウィルス対策について（今後の対応）

◎ 川畑委員

２日間の登校日の意義を教えてください。

◎ 学校教育課長

卒業式、修了式を実施する予定です。

◎ 馬場委員

他の自治体では、教員が家庭訪問しているところがあ

りますが、曽於市ではそういう例はないですか。

◎ 学校教育課長

曽於市では、ないと思いますが、学校長判断になりま

す。

◎ 教育長

学校の開始時期は、最終的には設置者（市長）の判断

になります。
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◎ 長野委員

市立図書館は、開放していますか。

◎ 社会教育課長

通常どおりの運用をしています。

特に問題は、ありません。

イ ３・４月の行事予定 ◎ 総務課長

行事を説明 行事を説明

◎ 教育長

４月の行基予定は、状況によっては、変更になること

もあります。

ウ その他 ◎ 馬場委員

外部評価委員の人選については、いつ頃になりますか。

◎ 総務課長補佐

評価を始める前に、人選をして提案します。

5 委員から提出され ◎ 教育長

た動議の討論等 動議・討論はないですね。

6 閉会 ◎ 教育長

この後、議案第27号について審議しますので、委員以

外は、退席してください。

以上で，令和２年第３回定例教育委員会を終わります。

午前11時36分閉会

議案第27号 審議終了 12：14分
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